[bookmark: _Hlk226446395]地方自治法第242条に基づく住民監査請求書
― 東久留米市立図書館指定管理料の支出に関する件 ―

１　請求の趣旨
[bookmark: _Hlk225862772][bookmark: _Hlk227179561][bookmark: _Hlk225865817][bookmark: _Hlk225953345]請求人は、令和8年2月18日付で行った住民監査請求について、監査委員が「市の財務会計上の行為による損害の発生が認められず、判例により市に損害をもたらさない行為は住民監査請求の対象にならない」ことを理由として不適法却下とした判断は、法令の解釈および判例の理解において、検討を要する点があると考える。

[bookmark: _Hlk225066280][bookmark: _Hlk225933046]当該却下通知は、その根拠として「判例により」とのみ述べ、具体的な判例の内容および本件との関係について何ら明らかにしておらず、請求人においてその当否を検証することが困難である点において、理由提示として十分であるとは言えない。

通知受領後に監査事務局に照会したところ、根拠判例として最高裁判所平成6年9月8日判決（平成6年（行ツ）第97号）が示された。しかしながら、同判例は、税務処分に関する事案において、対象行為の性質を検討したものであり、住民監査請求の要否を一般的に判示したものとは解されない。したがって、「損害の発生が認められない」ことのみを理由として住民監査請求を不適法とすることは、制度の趣旨に照らし相当ではない。
また、地方自治法242条第１項は、住民監査請求の対象を「違法又は不当な財務会計行為」および「これを怠る事実」と規定しており、その文言上、現実の損害の発生を要件として明示しておらず、不適法とする判断については、検討の余地がある。

さらに、前回の住民監査請求において、請求人は、指定管理者の自主事業である複写サービスに係る電気料金について、本来は指定管理者が負担すべき経費であるにもかかわらず、市が負担している運用が継続している疑いがある旨を指摘した。これは、住民監査請求の理由を基礎づける重要な論点であるにもかかわらず、請求の論点が判断対象から外されており、事実認定および法令解釈のいずれにおいても不合理である。

よって、本件監査請求については、適法なものとして受理の上、改めて適正な審査を行い、必要な措置を講じられたい。

２　請求の理由
（1） [bookmark: _Hlk225929918]地方自治法242条は、「損害の有無」を要件としていないこと
同条第1項は、住民監査請求の対象を「違法若しくは不当な財務会計上の行為」または「これを怠る事実」と規定しており、その文言上、当該行為による現実の損害の発生までは要件として明示されておらず、「損害の発生が認められないこと」をもって住民監査請求を不適法とすることは、条文の文理解釈および制度の趣旨に照らして相当ではない。
（2） 財務会計上看過し得ない重大な疑義が存在していること
本件においては、以下の事情から財産的損失のおそれが具体的に認められる。
ア　収支報告書において「収支ゼロ」が継続していることは、収支の調整が恣意的に行われている可能性を示すものであり、適正な費用算定がなされていない疑いがある。
イ　人件費が長期間にわたり同額であることは、実態に即した費用計上がなされていない可能性を示し、過大な公金支出につながるおそれがある。
ウ　指定管理料の積算根拠が明らかでないことは、支出の合理性を欠くものであり、不適正な公金支出が行われている疑いがある。
エ　収支報告の検証が行われていないことは、不適正な支出が是正されないまま継続する
おそれを生じさせる。
オ　所管部署が監督義務を十分に果たしていないことは、これらの不適正な財務処理を看過し、結果として財産的な損失の発生または拡大を招くおそれがある。

さらに、指定管理者の自主事業である複写サービスに係る電気料金について、本来は指定
管理者が負担すべき経費であるにもかかわらず、市が負担している疑いがある。
しかしながら、本件却下理由においては、当該電気料金の負担に検討が示されておらず、
請求の重要な論点が判断対象から除外されている。

（3） 本件却下における判例理解の問題点
最高裁判所の判例は、住民訴訟制度の目的を、地方公共団体の財務の適正を確保し違法な財務会計行為を是正する点にあると位置づけている。そして、これらの判例に照らせば、現実の損害の発生がない場合であっても、財産的な損失が生ずるおそれがある場合には、対象となり得ることが前提とされている。
[bookmark: _Hlk225886329]（昭和53年3月30日判決、平成2年6月5日判決、平成14年7月2日判決、平成17年9月8日判決等）。
したがって、住民監査請求の適否判断において、現実の損害の発生のみを基準とすることは相当ではなく、財産的影響又はそのおそれの有無を基準として判断されるべきである。

３　求める措置
以上のとおり、本件監査請求は適法であるから、監査委員において次の措置を求める。
1． 本件請求を適法なものとして受理すること。
2． 指定管理者の複写サービスに係る電気料金の負担の実態について調査を行うこと。
3． 当該電気料金を市が負担している事実が認められる場合には、指定管理者に対し返還請求その他の是正措置を講ずること。
4． 指定管理料の積算および収支報告の検証体制について是正を求めること。


４　添付書類
（別紙１）～（別紙９）
前回監査においては、これらの証拠の検討や判断理由が示されておらず、審査が行われていないと判断されるため、再度提出する。
[bookmark: _Hlk225948609]　（別紙１）令和3年度～令和7年度 指定管理料支出命令伝票（写し）
　（別紙２）平成25年度～令和6年度 収支報告書（写し）
　（別紙３）東久留米市支出負担行為手続規則・地方自治法 第232条、第242条
（別紙４）令和７年東久留米市立図書館指定管理者公募要項別添資料４（写し）
　（別紙５）議会議事録（抜粋）
（別紙６）指定管理者制度の活用方針および 指定管理者モニタリングシート（写し）
[bookmark: _Hlk225948628]（別紙７）他自治体（八尾市・戸田市・横浜市・板橋区）の収支報告書（写し）
（別紙８）住民監査請求書（令和8年2月18日付提出）
（別紙９）監査請求書について（通知）（令和8年3月18日付）

	　　　
	証拠名
	証拠が示す事実

	別紙１
	令和3年度～令和7年度
指定管理料支出命令伝票
（写し）
	債務負担行為と同額が支出されている

	別紙２
	平成25年度～令和6年度
収支報告書（写し）
	指定管理者より提出された収支報告書　　　　「収支差額ゼロ」が長期にわたって記載
・妥当性を欠く不明確な収支報告
・検証を困難にしている度重なる様式変更

	別紙３
	東久留米市支出負担行為
手続規則
地方自治法
第232条，第242条
	違法性、不当性を主張する法的根拠
・制度的に正当性・妥当性を欠いている

	別紙４
	令和7年東久留米市立図書館
指定管理者公募要項
別添資料４（写し）
	応募者に配布された公募要項の別添資料
令和3年度～令和6年度収支報告の一覧
・「人件費4年間同額、収支差額ゼロ」の記載
・応募者に誤解を与える懸念がある

	別紙５
	議会議事録　
（抜粋）
	担当部署の予算執行体制に対する議会答弁
・予算執行については収支報告書をもって確認
・経費の積み上げの確認は行っていない、等々

	別紙６
	指定管理者制度の活用方針
（令和6年4月改訂）
指定管理者モニタリングシート
（令和７年度・中央図書館）
（写し）
	「指定管理者制度の活用方針」が規程する指定管理者モニタリングは適切に行われているか
・事業全体収支は収支報告書と同じ

	別紙７
	他自治体の収支報告書
（写し）
	参考とする他自治体の収支報告書の事例
（八尾市・戸田市・横浜市・板橋区）

	別紙８
	住民監査請求書
（令和8年2月18日付提出）
	

	別紙９
	[bookmark: _Hlk225970807]監査請求書について（通知）
[bookmark: _Hlk227828666]（令和8年3月18日付）（写し）
	


　　　　　　　　　　　









請求者　　住所 　東久留米市下里４－１－３８－１０７
氏名　 東久留米の図書館を考える会　代表 小形　亮


上記の通り、地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
                                                 　　　令和８年　 月　 日
東久留米市監査委員 殿
1
